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少年補導員ワッペン

このマークは『愛のひと声』パトロールのときに

少年補導員が胸につけるワッペンです。

多<の市民に非行防止を意識していただ<ために、そして一

人でも多<の子どもたちが、その心の青空を大切に守ってほ

しいという願いをこめて、市内全域のパ トロールをしており

ます。



めは

昭和53年 4月 1日 に「少年補導センター」が設立されて

以来、少年の非行防止・ 健全育成のため、補導員各位をはじ

め、関係者の皆様には、御理解と御協力をいただき深<感謝

申し上げます。

次代を担う青少年が、良い環境の中で,い身ともに健やかに

成長することは、市民すべての願いであります。

しかしながら、社会情勢の推移とともに、青少年の意識や

行動は、著しい変化を生じ、価値観の多様化、地域連帯感の

希薄化、家庭の教育力の低下等、複雑化の様相を見せ、青少

年を取り巻<社会環境は、大きく変化しております。

こうした環境の中で、市民一人一人が青少年を健全に育成

するということを認識して、市民総ぐるみで取り組むことが

重要な課題であります。

特に、家庭・学校 0地域社会が一体となつて、また関係機

関・ 団体等と連携を密にし、非行防止活動を推進することが

望まれます。

この資料は、これから街頭補導に従事される少年補導員の

方々のために編集したもので、今後、補導活動する上で参考

となれば幸いです」

平成25年 6月

熊谷市少年補導センター
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I 熊谷市少年補導 セ ンタ ー概要

1 設 置

名   称 熊谷市少年補導センター

所 在 地 熊谷市宮町二丁目47番地 1

設 置 主 体 熊谷市

主 管 部 局 福祉部こども課

設置年月日 0召和 53年 4月 1日

設 置 根 拠 熊谷市少年補導センター条例

2 組 織

(1)脳員構成  3 人 (その他、相談担当職員4人 )

(2)少年補導員 定数 140人 以内

委 嘱  熊谷市長

任 期  2 年

構 成  市内小・ 中・高校教諭

市立小・中・ P tt A

熊谷市青少年健全育成市民会議

―
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Ⅱ 少年補導センターの業務と活動内容

1 少年補導センターの業務

少年補導センターでは、少年の健全な育成及び非行防止

並びに少年対策の総合的な推進を図ることを目的とし、街

頭補導・少年相談・環境浄化活動等を実践するとともに、

関係機関と連絡調整に関する業務を行つている。

2 活動内容

(1)街頭補導活動

ア ロ 的

少年補導は、非行の芽といわれる不良行為やぐ犯行為

をしている少年を早期に発見し、注意・指導・助言 (声

かけ)をするなどして、少年の非行を未然に防止するこ

とを目的とする。

イ 種 別

・中 央 補 導 月4回、市街地を中心に巡回する。

・地 域 補 導 各中学校区を単位として班編成し、班の

実情に応じて区域内を巡回する。

・自 主 補 導 各地域での行事等に応じて、地域補導を

補足する形で実施する。

・理事会補導 夜間補導を理事会において実施する。

ウ 計 画

・中央補導日は、事務局で計画する。

・地域補導日は、班長を中,い に各班で決定する。
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少年相談活動 (家庭児童相談 )

目 的

少年相談は、少年自身や保護者等から青少年に関する

その他交反関係や非行にわたる相学校 0家庭での問題、

談や少年自身の悩みに対して、電話、面接相談によつて

解決の力添えをする。

イ 受 理

・職員による相談

相談日時 毎週月～金曜日

午前8時 30分～午後 5時

相談方法 面接相談
2700電話相談 527-

こどもあんしんダイヤル

0臨床心理士による相談

相談日時 毎月 1回  午前 9時～午後 4時

相談方法 面接相談・電話相談 (要予約)

環境浄化活動

ピンクチラシ等の撤去

熊谷市防犯のまちづ<り推進条例の施行にあたり、

毎年 4月 1日付けで、各関係機関・団体(国土交通省、

埼玉県、東京電力い、東日本電信電話い、東日本旅客

鉄道m、 秩父鉄道い、熊谷警察署)と「迷惑ピラ等の

除去に関する協定」を締結し、工作物等に無許可で掲

示されている少年に悪影響を及ぼす迷惑ビラ等 (埼玉

県迷惑行為防止条例第11条第2項の規定|こ違反)に

っぃて、除去及び廃棄する。

３

ア
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Ⅲ 少年補導員のlb構え

1 補導の目的

少年の不良化、非行化を防止 し、その健全育成を図るこ

とを目的とするもので、少年の心理をよ<把握するととも

に少年の人格を尊重し、次のことに注意することが必要と

なります。

・少年補導センターの業務に積極的に参加する。

・少年の健全な育成をlbがける。

・少年に理解と愛情をもって接する。
0少年の心理、生理に深い理解を持つ。

・少年の言い分や考え方をよく聴く。

・少年の長所を発見するよう努める。

・少年の年齢、性別に応じた言葉づかいをする。

・職務上知り得た秘密を他に漏らさない。

※ 活動するときは「補導員証」及び「ワッペン (補導員

章)」 を以ず携帯すること。

2 補導の限界

少年補導センターの補導は、法律的な強制力を伴うもの

ではなく、善意の活動です。強制力を伴う補導が必要な少

年を発見したときや身の危険を感じるようなときは、警察

署や派出所に連絡してヨ|き継ぐことが必要となります。

※ 熊谷警察署 生活安全課 少年係

TELllti 5 2 6-0110
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Ⅳ  街 頭 補 導 の 要 領

1 不良行為を しやすい少年の外見 的特徴

不良行為をしやすい少年の外見的な特徴は、おおむね次

のような傾向がみられます。

・流行をおつた派手な服装をしていたり髪を染めている。

・学生服の着用の仕方が舌しれている。男子学生がズボンを

すり下げていたり、女子学生が規定外の丈のスカートを

着用している。

・カバンや紙袋等に着替えなどを入れて持ち歩いている。

・□紅やアイシャドウ、マニキュア等化粧をしたり、ピア

ス等アクセサリーをつけている。

・目的もな<街角で座り込んでいたり、コンピニエンスス

トアや飲食店等、又はその周辺でたむろしている。

・ほんやりしていたり、人目を避けるそぶりをしたり、長

時間同じ場所に座り込んでいる。

・ リーダーを中心にグループで行動したり、その指示をう

けて動いている。

・隠語を使つたり、うそをついたり、そわそわ落ち着きが

ない。

・その他、有害刃物、薬物、有害図書、たばこその他不相

応な金品、物品、器具等を所持している。
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2 注意 してみる場所

補導対象となる少年のたまり場は、季節によつても異な

りますが、おおむね次に掲げるような場所は、特に注意す

べきと考えられます。

・ 0遊技場 (ゲームセンター、カラオケボックス、ボーリン

グ場等)

・駅構内とその周辺

・デパート、大型スーパー (特に階段、 トイレ、喫煙コー

ナー)

0コ ンビニエンスストアとその周辺

・フアーストフード店

・飲食店街等の路上
0書店、レンタルビデオ店

・学校等の公共施設

・公園、神社、建物の陰

・池や沼地
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3 声か けのテクニ ック

(1)0平びかけ

デャンズを失わず 自Fを持 つて

自然な態度 で 屋 覇 勿 [

・前方からのときは近づいて<るのを待ち、後方からのと

きは前方や横に回り込んだりして声をかけましょう。

・自然な態度と語調、親しみのある言葉で相手が快く受け

入れられるような語調で続けることが、その後の対話を

スムーズに行う基礎となります。

たとえば、

「こんにちは。今日は補導で回つているんだけど…・。」

「ちょつといいかなぁ、まだ午前中だけどもう学校は終わ

つたの ?」

「若<見えるから声を掛けるけど、年はいくつ ?」

「きみたち赤い顔してるね。お酒でも飲んだの ?」

「もう遅いけど、どこへ行<の ?」

[こ んな注意を |]

・最初の「声かけ」は少し (2m程度)離れた所から。

・なるべ<早 <「少年補導員」の身分を明らかにし、安lb

感を持たせる。

・身体には手を触れないようにする。

・人目の多いところで呼びかけをするときは、声の調子や

大きさ並びに言葉づかいに注意する。

・荒長し<、 危険だと用われるグループを見つけたときは

無理をしないで最寄りの警察署 (派出所)へ連絡する。
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(2)話の聴き方

ルを有まど 多 筋 lガル
'で

多 くを聞き出 ご

・少年から話を聞<場合は、言い分や者え方を十分に聴き

出し、問題行動の原因を確かめましょう。
・少年には、自分たちの行動を正当化しようとする理由が

あります。少年の心を開かせるためには、一方的に注意

するだけではな <、 時には共感する姿勢も見せることが

大切です。

たとえば、

「ヘェー、そぅなんだ。」

「そのことについてお家の人はどう言つているの ?」

[こんな注意を |]

・目線を合わせて話し、威圧感を与えない。
・質問攻めや一方的に決めつけない。
・同意もなく、所持品に手を触れない。

・身体的なことは□に出さない。

公

層．）

J[
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(3)注意・助言のしかた

んllまあたた力て 厠 働 鋪 竹

0補導中、反抗的な態度をとる少年、うそをつ<少年、黙

秘する少年などがいますが、その挑発に乗つたり、激怒

したりすることなく終始冷静な態度で接しましょう。

・ア ドバイスは、抽象的でなく具体的にわかりやすい言葉

を使いましょう。

たとえば、

「子どもは、こんなところで遊ばない方がいいな…。」

「6時を過ぎたら、小・中学生はゲームセンターにいては

いけないんだよ。」

「こんな夜遅<一人で出歩<のは、危ないよ。」

「タバコ (お酒)は、君たちの体に悪い影響をあたえるも

のとして法律で禁止されているんだよ。」

[こんな注意を |]

0説教じみた助言は効果がない。    ・

0少年が理解できない言葉は使わない。

・少年を刺激する言葉は使わない。

・権威を振りかざさない。

・反抗的、黙秘の少年への対応は、あせらない。

・少年の所有物は取り上げない。

※ 20歳 未満の少年の喫煙・飲酒は禁止されています。

少年にタバコや酒を販売した者は50万円以下の罰金

に処せられます。

「未成年者喫煙禁止法」「未成年者飲酒禁止法」

※ ゲームセンターヘの入場制限は P17を参照。
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(4)別れかた

夕年に励 ま レ″ 夕年力づ 信頼を

・補導の効果は声かけと局」れぎわにあり、その善 し悪しは

後の少年に大きな影響を与えかねません。少年の悪い点

は注意し、良い点はほめてやるなど、助言、指導を行い

ましょう。

・少年に希望と意欲を起こさせるよう努めましょう。

たとえば、

「気をつけて帰りなさいね。」

「しつかり勉強しようね。」

「体に気をつけてね。」

「がんばれよ。」

「仕事に励みなさい。」

[こ んな注意を !]

0感情が対立したまま別れない。

・指導を必要とする行為のなかつた少年に対 しては「足止

めさせて、ごめんね。」「さよなら、気をつけてね。」など、

親しみをおぼえる言葉をかけて、笑顔で別れるようにす

る。

・いたわりの言葉をかけて別れる。
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4 少年 の性格 な どか らみ た補 導方 法

(1)反 抗 (して <る とき

反抗は粗暴な性格、虚勢、行為の正当化、または非行を

隠すために行うことが多い。特に、グループやカップルの

ときは、決して挑発に乗らないように留意し、感情にとら

われることなく、少年の言い分を十分に聞くようにし、反

抗,い を和らげると共に、事実の把握に努めましょう。

[補導の方法]

・反抗の原因・動機を言語・言葉から早<読みとる。

・少年の欠点や33点、(顔 0体格・服装等)にはなるべく触

れない。

・反抗が極端な場合は、一時黙つて聞いていた方が、それ

を和らげる効果がある。

・法律論や理屈をもつての反抗に対しては、正面からの対

立は避け、あせらず冷静に対応する。

・少年の言い分を十分聴いて理解し、挑発に乗つて感情的

にならない様に言動を慎む。

・在学生の場合は、学校連絡をおそれて反抗 したり、哀願

したりすることがあるので、補導の本来の目的を理解さ

せる。

[こ んな注意を |]

・グループやカップルのときは複数の補導員で対応する。

・身の危険が感じられる場合は、無理をせず警察署 (派出

所)に連絡し、協力を求めましょう。

・少年の中には抵抗して<るものもあることから、受傷事

故に注意しましょう。
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(2)うそを言 つているとき

うそは自分の非を正当化しようとするところから始まる
と言われますが、これに惑わされないことが肝要です。し
かし、うそを言っていると闇つても、その言い分を聞いて

あげ、少年が進んで事実を述べるようにすることが大切で

す。

[補導の方法]

・うそを言うときは、積極的に発言することもあるので、
全部言わせてから矛盾点を聞き返す。

・同じ質FcD5を、間をおいて繰り返し聞いてみる。

[こ んな注意を |]

・少年に、「大人は簡単にだませる。」と闇わせないことも
B寺には必要です。

・家出等問題性のあるときは、警察署 (派出所)に連絡し

て、協力を求めましょう。
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(3)黙 つているとき

少年の中には、最初から話そうとしなかつたり、途中か

ら黙り込んだりする場合があります。その理由として、見

ず知らずの大人に対する不信感、不安感、緊張感、反抗心、

あるいは事実を隠そうとするためなどが考えられます。こ

れを、早 <察知 して、気持ちを解きほぐさせるよう努めま

しょう。

[補導の方法]

・少年の年齢、服装、所持品等から判断して、映画、スポ

ーツ、音楽等の趣味や嗜好から話に入るなど、気持ちを

和らげる。

・あせらず、愛情をもって接し、少年の気持ちを解きほぐ

す。

・黙秘の原因が補導する倶」にあつたと分かつたときは「悪

かつたね。」と素直にわびて、気持ちをやわらげる。

・少年の身近な話を取り上げて、気持ちを解きほぐす。

[こんな注意を |]

・少年を問い詰めたり、決めつけたりするような□調で話

さない。
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(4)泣 き出 したとき

まれなことですが、小学生など年少者を補導したとき、

泣き出されることがあります。そのときには、少年の感情

を和らげて、気持ちを落ち着かせるようにしましょう。

[補導の方法]

0年少者は、不安感が強いので、優しい言葉・穏不□な態度

で接する。

・感情を刺激するような言動は十分注意する。

・ 自分を理解してくれないと涙ぐむ少年もいるので、その

立場に同情 してやる。

・泣き出したら、気のすむまで泣かせ、適当な時期に話題

を変えて気持ちをそらす。

[こ んな注意を !]

・補導されることに慣れた少年の場合、演技で泣<こ とも

あるので、時には冷静に観察してみることも必要です。
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V 街頭補導のQ&A

<Ql>
補導というと権力的なイメージがありますが ?

<A>
私たちが実施する「補導」は、警察官等が職務上行つてい

る「補導」とは意味や内容が異なる活動で、大人が子どもた

ちを温か<見守り、非行を防止する活動の一つです。

児童 (少年)の健全育成に努めることは、児童福祉法第 1

条で、国民の義務であることが示されており、この精神は児

童の育成についての大人の宣言である児童憲章の中にも、

「あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される」こと

が明記されています。

街頭であやまちや不健全な行為をしている少年たちを注意

し指導することは、すべての大人に課せられた義務ですが、

権限として行うものではありません。少年補導員の活動も、

地域社会の大人全てが行うべき指導と同様の立場で行うもの

です。相手の少年に強制し、あるいは権力的な意識をもって

接してはならないことに留意して<ださい。

また、ゲームセンター、カラオケボックス、パチンコ店等

の営業所への立ち入りについては、法的な立入権は持つてい

ません。少年補導センターでは、管理者等から善意による承

諾を受けた営業所等へ立ち入りすることとしていますので、

営業の妨害にならないよう配慮して<ださい。

※ 児童福祉法

第 1条 すべて国民は、児童が,b身 ともに健やかに生ま

れ、旦つ、育成されるよう努めなければならない。

2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護

されなければならない。
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<Q2>
どの位の人数で活動することが良いのですか ?

<A>
特に人数の定めがある訳ではありませんが、街頭補導は複

数で活動するように,いがけてください。少年の指導を行う際

にはチームワークのとれた協力が必要ですし、危険防止など

も考えると、活動の際には3人以上でグループを組んで行動

することが望ましいといえます。

補導対象の少年が大勢で、対処が困難と感じられるときな

どは、無理に声かけせずに警察署 (派出所)へ連絡して協力

を求めたり、緊急を要するときは、遠慮なく110番 通報し

てください。

<Q3>
補導に従事中、相互のチームワークを保つために,い掛ける

ことは、どのようなことですか?

<A>
補導に従事するときは、従事する者同士、「誰が、どこで、

何をしようとしているか」など、常に連携をもつて行動する

ことが必要です。活動中、私語に夢中になり、あるいは他事

に目を奪われ別行動をとるなどは、チームワークを損なうこ

とにもつながりますので、慎む必要があります。

少年の指導を行うときは、少年を取り囲み、あるいは交互

に質F・5をあびせることは避けなくてはなりません。一人が質

Fo5し、指導にあたり、他の者は、やや離れた場所で少年の行

動に注意するなど、活動する者同士が常にチームワークをと

って行動し、とつさの場合に対処できるよう心がけて<ださ

い。
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<Q4>
学校帰りの少学生がゲームセンター等で遊んでいるのを見

つけたときは、どうすればよいのですか?

<A>
大人や高校生に混じつて、多くの小 0中学生たちがゲーム

センターで遊んでいる姿を見かけるようになりました。

最近のゲームセンターには射幸心を煽るような機械が数多

く並んでいます。そのため、保護者の目が行き届かない状態

で遊んでいると、金銭を濫費したり、不良少年たちとのトラ

ブルに巻き込まれる危険性も考えられます。特に、小学生だ

けで遊んでいるときは、保護者に無用な心配をかけないため

にも、『声かけ』をしましょう。

なお、夜間、少年がゲームセンターヘ入場することは、法

令で制限されていますので、承知おき<ださい。

「今、学校帰り?」「子ども同士で来ているの ?」「小遣い

はいくら<らい持つているの ?」「暗<なる前に帰りなさい。」

などやさし<『声かけ』して<ださい。

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (風

営法)第 2条第 1項第8号により、ゲームセンターは風

俗営業に該当する。同法第22条第 1項第5号により、

18歳未満の少年は午後 10時以降の入場が禁止されて

いる。

ただし、16歳未満の少年は埼玉県の条例 (風俗営業等

の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)によ

り、午後60寺以降の入場が禁止されている。
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<Q5>
少年と思われる人がタバコを吸つているのを発見 したとき

は、どうすればよいのですか ?

<A>
未成年者の喫煙は法律で禁止されているとともに、規範意

識が低下する最大の要因といわれております。また、喉頭が

ん、肺がんや′い臓病などの危険性が高いとしヽわれているとと

もに、女性は将来妊娠した場合、胎児への悪影響も心配され

ます。

「君はい<つ ?」 と問いかけ、喫煙者が少年であつたとき

は、「未成年者の喫煙は健康によ<ないよ。」などタノヽコの害

について説明 し、できれば少年自身の手で廃棄するよう説得
しましょう。

少年の意志に反して、無理に取り上げる権限はありません

ので、留意して<ださい。

〈
・３

へ
・
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<Q6>
少年が自転車に2人乗りをしているのを発見したときは、

どうすればよいのですか?

<A>
自転車の 2人乗りは大変危険なうえ、法令でも禁止されて

います。「 2人乗りは危ないよ。」「すぐ降りなさい。」などと

『声かけ』しましょう。

また、信号無視や無灯火運転を見つけたときも、同じよう

にひと声かけてください。

<Q7>
声かけした少年が逃げ出してしまつたら?

<A>
このようなときは、少年を追いかける必要はありませんの

で、補導の際には十分留意してください。逃げた少年を無理

して追いかけると、日わぬ事故を招く原因にもなりますので、

何らかの非行を行つていると思われるときは、警察署 (派出

所)へ連絡して<ださい。     ｀
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くQ8>
バチンコ店で幼児・児童を連れた人を見たときは、どのよ

うにすればよいのですか ?

<∧ >
親などが幼児・児童を連れて遊技をしているときは、幼児・

児童を客として解釈することはできません。しかし、環境等

から当然健全育成上好ましいことではありませんし、幼児・

児童の事故が発生する危険性もありますので、店長の協力を

得て、親などに対 して注意を喚起 していく鰤要があります。

<Q9>
公園などでシンナー乱用少年を発見したときは、どのよう

|こ したらよいのでしようか ?

<A>
シンナーや麻薬等心身に有害な影響を及ほす薬物の舌し用は

法律で禁止され、当然補導の対象となります。

乱用少年は、薬物を吸ヨ|した時点で精神状態が不安定とな

ります。そのため、不用意に近づいて『声かけ』すると、危

害を加えられることがありますので、非常に危険です。離れ

た所から観察し、110番通報などにより、速やかに警察に

引き継いでください。

シンナーを吸引した後は、「ツパ」を何度も吐くと言われて

います。その様な少年を見かけたときは、特に注意して<だ

さい。
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<Q10>
デパー トで万ヨ|きするのではないかと思われる少年を見か

けたときは、どのようにすればよいのですか ?

<A>
少年の挙動などから、あるいは万引きをするのではないか

気にかかる少年を見かけたときは、その時点で、「買い物に来

たの ?気に入つたのは見つかつた ?」 等の言葉をかけること

によって、少年の心にブレーキをかけてやる対応をして<だ

さい。  ´

また、このようなときには、かりにも少年のポケットや所

持品を検査するようなことは絶対にしてはいけません。

<Qll>
活動中に、少年やその家族の秘密を知つた場合は?

<A>
補導員の活動は、その性質上、近隣の少年の思わぬ問題行

動に接したり、あるいは保護者から相談を受けることがあり

ます。このため、基本的なlb構えとして、活動にともなつて

知り得た他人の秘密は、たとえ家族に対しても絶対に漏らさ

ないことが必要です。

万一、補導員が不用意に漏らしたときには、そのことが地

域の人長の耳に入り、人権問題になりかねませんし、補導員

の信頼を損なうことにもなりかねませんので、注意が必要で

す。
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<Q12>
書店、コンピニエンスス トア、 レンタルビデオ店などで、

青少年に有害と思われる図書等を見つけたときは ?

<A>
書店などでは、 18歳未満の青少年に有害な本やビデオ等

を、他のものと分けて陳列する義務と、青少年の購入や借受

けの禁止を表示する義務があります (埼玉県青少年健全育成

条例)。

しかし、この条例が守られていない店を見かけることがあ

ります。街頭補導活動中に、そのような店を見つけたときは、

店主などの責任者に対して条例の趣旨を説明し、協力を求め

るとともに、少年補導センターヘ連絡して<ださい。

また、声かけした少年が、有害図書等を所持していたとき

は、埼玉県青少年健全育成条例で所持が禁止されていること

を説明し、できれば青少年自身の手で廃棄するように説得し

て<ださい。

※ 有害図書等

{図書 0雑誌} 卑わいな姿態又は行為を被写体とした

写真又は描写した絵の頁数が20頁以

上、又は総頁数の5分の 1以上のとき

{ビデォ、c)ROM類 } 卑わいな姿態又は性的な行為を描写し

た場面の合計が 3分以上のとき

※ 有害がん具等  青少年の性的感情を著しく刺激するも

ので性的行為に使用する器具類や使用

済み等の下着、パタフライナイフをは

じめとするナイフ類

※ 有害図書の規制 青少年へ有害図書等の販売等を行つた

者は30万円以下の罰金

区分陳列等の違反に対する昴令に従わ

ない者は、30万円以下の罰金
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<Q13>
ピンクチラシの撤去とはどのようなことですか?

<A>
青少年に有害な環境の浄化活動の―つです。いわゆるテレ

ホンクラブや女性の裸体の写つたような性風俗特殊営業等の

広告チラシ類を総称してピンクチラシ (ビラ)といい、業者

や関係者が 18歳未満の青少年に配布することを禁止してしヽ

ます。ところが、管理者に無断で、電話ボックス、電柱、道

路等に掲示されていることがあります。そのようなチラシ類

は、青少年でも手にできる状態にありますので、配布するこ

とと同じと考えられます。

そのため、少年補導センターでは、関係機関・団体と協定

を締結し、街頭補導活動の際に撤去 (回収)しています。

なお、ピンクチラシ以外の広告物等に関しては、撤去権が

ありませんので留意して<ださい。

※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の第

28条第5項で店舗型性風俗特殊営業を営む者が 18歳
未満の青少年に対するビラ配布を禁止している。その他

の無店舗型性風俗特殊営業やテレホンクラブにつしヽては、

第31条の3第 1頂、第31条の13第 1項、第31条
の18第 1項で禁上している。
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飲酒

喫煙

Ⅵ 資 料

補導対象の行為

家庭裁判所の審判の対象となる非行ではないが、不健全あ

るいは不道徳な行為をしており、放置すれば自己の特性を害

し、ひいては非行化の道をたどるおそれのある少年をいいま

すが、その行為態様としては、次のようなものがあげられま

す。

酒類を飲用し、またはその目的で酒類を携

行する行為。

喫煙し、またはその目的でたばこ若 し<は
喫煙具を携行する行為。

薬物舌L用 …   シンナー、催0民剤、鎮痛剤等′b身に有害な

影響を及ぼすおそれのある薬物等を乱用し、

またはその目的でこれらのものを携行する

行為。ただし、立件可能なものを除 <。

怠学・怠業…  正当な理由がな<学校や職場を休み、また

は遅亥」・早退等をする行為。

遊技場出入り… 16歳 未満の少年の午後6時以降のゲーム

センターヘの出入り。その他、学校の指導

等で禁上している施設等への出入り。

帰宅誘導…   「夕やけこやけ」放送後を目安に、学校帰

りの道革や公園等で遊戯中の子どもに対し

て実施。

金銭濫費…   保護者に無断で、少年が不相応な金銭を濫

費する行為。

服装等…    華美な服装をしていること

危険な遊び…  川やため池付近での遊び、路上での□―ラ

ースケート、花火等。
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身:冠慧霧p桑幸      未蜃暴賓F薫じ
行為のほか、自己または他人の徳性を害す

る行為。
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熊谷市少年補導センター条 19j

(設 置)

第 1条 少年の健全な育成及び非行の防止並びに少年対策の

総合的な推進を図るため、熊谷市少年補導センター (以下

「補導センター」という。)を設置する。

(名称及び位置 )

第2条 補導センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名 称 熊谷市少年補導センター

位 置 熊谷市宮町二丁目47番地 1

(職 員)

第3条 補導センターに所長、その他嚇要な職員を置 <。

(少年補導員)

第4条 補導センターに少年補導員を置 <。

(業 務)

第5条 補導センターは、次の業務を行うものとする。

― 少年補導

二 少年相談

三 その他少年の健全な育成に関する事項

(委 任)

第6条  この条例の施行に関し、必要な事項は規貝」で定める。

附 貝」

省略。
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熊谷市少年補導センター条例施行規則

(目  的)

第 1条 この規則は、熊谷市少年補導センター条例 (平成 17
年条例第 132号 )の施行に関し必要な事項を定めること

を                     
｀

目的とする9

(問 務)

第 2条 所長は、上司の命を受け補導センターの事務及び業

務を掌握 し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け事務又は業務に従事す

る。

(少年補導員)

第 3条 少年補導員 (以下「補導員」という)の定数は 140
人以内とする。

2 補導員は、少年の補導に関係ある各機関及び団体並びに

民間有志者のうちから市長が委1/8又 は任命する。

3 補導員の任期は2年とする。ただし、補欠の補導員の任

期は前任者の残任期間とする。

4 補導員は職務上矢□り得た秘密を他に漏らしてはならない。

5 補導員は非常勤とする。

(補導員の業務)

第4条 補導員は、次の業務に従事する。

一 少年補導

二 環境浄化

三 専門機関への連絡

四 補導連絡会議等への出席

五 非行防止に関する情報資料の整備

六 その他少年の非行防止に必要な業務
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(少年補導員証等)

第5条 補導員に少年補導員証 (様式第 1号 )及び少年補導員

章 (様式第 2号 )を交付する。

2 街頭補導に従事する際は、少年補導員証及び少年補導員

章を携行するものとし、その身分を示す必要があるときは、

これを提示する。

3 少年補導員証及び少年補導員章は、取扱いを慎重にし、

紛失又は身分を喪失したときは、直ちに交付者に連絡又は

返納する。

(備付帳簿)

第6条 補導センターに、補導日誌 (様式第 3号)を備えるも    ヽ

のとする。

(その他)

第7条 この規貝」に定めるもののほか、必要な事項は、市長

が別に定める。

附 貝」

省略。
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熊谷市少年補導員会会貝」

(名  称)

第 1条 本会は、熊谷市補導員会と称し、事務局を熊谷市少

年補導センターに置 <。

(組 織)     |

葬
品雪)蒼宅雪モ霜総響警F靖

彎員

`撲

下 F学年縛署員J年

(目  的)

第 3条 本会は補導員として寄与することを目的とし、補導

員相互の資質向上と親睦および連絡調整を図る。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行

う。

(1)補導活動の推進

(2)補導員の研修

(3)補導員相互の親睦と連絡調整

(役 員)

第5条 本会に、次の役員を置く。

(1)会 長     1 名

(2)副 会長    5 名

(3)理 事     若干名

(4)幹 事     1 名

2 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその問務

を代行する。

4 理事は、理事会を構成し、会の運営に参画するとともに

緊急事項を協議する。

5 幹事は、本会の庶務を担当する。
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(役員の選出・ 承認)

第6条 本会の役員は、次の通り選出し、総会の承認を得る。

2 理事は各中学校区2名とし、総会で選出する。

3 会長、副会長は理事の互選による。

4 幹事は、少年補導センター所長を充てる。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は 1年とし、再任をさまたげない。ただ

し、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 間)

第8条 本会に顧Fo5を置<こ とができる。

2 顧間は、本会の推薦により会長が委OIBする。

(会 議)

第 9条 本会の会議は、総会及び理事会とし、会長がこれを

召集する。

2 総会は毎年 1回開催し、次の事項を審議する。ただし、

緊急を要する時は理事会をもつてこれにかえることができ

る。その場合において、会長はつぎの総会にこれを報告 し、

承認を得るものとする。

(1)規約の改廃

(2)役員の選出・承認

(3)年間事業計画の決定

(4)その他重要事項

3 理事会は、役員及び顧間をもつて構成し、本会について

必要なことを協議する。

(委 任)

第 10条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長

が別に定める。

(日」  貝」)

省略
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児童憲章

(昭和 26年 5月 5日宣官 )

われわれは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正し

い観念を確立し、オベての児童の幸福をはかるために、この憲章

を定める。

児童lき、人として車|ぎれる.

児童は、社会の―員として重んじられる.

児童は、よい環境のなかで育てられる。

熊谷市子

“

憲章

わたしたちは、心のつながιlを持ち、

一人―人の自立をめざして、この憲章を定め春す。

(事・未来 )

事や希望をもら、オけらしい未来をつくιlきす。

(な情・思いやιl)
「あιlがこう」こ思いやιIの「Lを忘れずに、

相手の気持ちを大切にし春す。

(環境 0自然 )

自分たちにできることを進んでおこない、自然を大切にしきす

(命 。人権 )

いじめや差11をなくして、みんなで助l■あって生活します。

(責任・努力 )

自分のここばや行動に責任をもら、日標におかって努力し参す。

(平成 18年 5月 5日制定 )

この憲庫は、各小中学機の児童生徒ft表が策定毒員こなιls作成したものです。
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法令関係用語の解説

用 謳
ｍ 用 語 の 解 説

児 一里 満 18歳に満たない者 (児童福祉法)

青  少  年 小学校就学の始期か ら 18歳 に達するま

での者

少 年 20歳 に満たない者 (少年法)

不良行為少年 刑罰法令には直接触れないが、飲酒、喫煙、

家出、怠学等の自己または他人の徳性を害

する行為をしている少年

ぐ 犯 少 年 性格または環境に照らして罪を犯し、将来

刑罰法令に触れる行為をするおそれのあ

る少年     ・

ぐ犯要件

① 保護者の正当な監督に服さない性癖の

あること

② 正当な理由がな<家庭に寄りつかない

こと

③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と

交際し、またはいかがわしい場所に出

入すること

④ 自己または他人の徳性を害する行為を

する性癖があること

触 法 少 年 14歳に満たないで刑罰・法令に触れる行

為をした少年

犯 罪 少 年 狙罪を犯した 14歳以上の少年
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第 3金曜日は「少年を非行からまもる日」

第 3日曜日は「家庭の日」


